
資料１ 

議案修正内容 

 

第１回幸手市地域公共交通会議において提案議案についての修正意見が

出されたため、次のとおり原案を修正しました。 

 

１ 利用料 

一律に一回乗車一人 300 円の利用料設定では、デマンド交通導入の主

たる目的である高齢者以外の者の利用が多くなり、高齢者が利用しにく

くなるのではないか、また、この利用料では地域公共交通の事業者に対

する影響が大きいのではないかとの指摘があったので、次のとおり修正

します。 

 

原 案 １回乗車ごとに 300 円 

 

修正案 １回乗車ごとに 500 円 

減免に下記を追加 

① 60歳以上の人                300円 

② 小学生以下の児童1人につき保護者1人       300円 

 

２ 運行日 

デマンド交通の運行が日曜日及び祝日も行われることについて、他市

町の例では病院が休む日は利用者が少ないとの実例があるので、無駄が

多いのではないかとの意見があったので、次のとおり修正します。ただ

し、日曜日や祝日における公共施設やイベントへの接続手段としての要

望がないかなどについて試行運行期間中に確認し、要望がある場合は修

正を検討します。 

 

原 案 運行日 年末年始(12月29日から1月3日まで)以外運行 年間

359日 



 

修正案 運行日 月曜日から土曜日まで 

ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日

及び年末年始(12月29日から1月3日まで)に当たる日

は運休する。 

 

３ 予約受付 

乗りたい便発車時間の 30 分前まで(午前 8 時発の予約は、前日の午後

4 時 30 分まで)予約受付が可能なことについて、あえて１時間前に予約

を締め切ることで、時間をかけても安い運賃を利用する人と運賃は高く

ても移動時間を短縮したい人の住み分けがはっきりするのではないかと

の意見については、１時間前の予約締め切りでは、使い勝手があまりに

悪いのではないかとの意見があり、原案のまま再提案します。 

 

４ その他の修正点 

(1) 運行形態について 

デマンド型交通システムの運行形態であることを明記します。 

(2) デマンド交通運行管理業務委託における予備車両について 

車両タイプについては仕様で検討することとし、特に指定する必要

がないので、削除します。 


